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紹
介
と
批
評

清
宮
四
郎
著

『
憲

法
」
1

　
本
書
は
、
東
北
大
學
の
清
宮
四
郎
教
授
が
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
最

近
に
お
け
る
憲
法
學
の
代
表
的
な
著
述
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
著
者
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
わ
が
國
の
公
法
學
界
に
お
け
る
代
表
的
な
學
者
、
す
で
に

ケ
ル
ゼ
ソ
學
説
に
つ
い
て
、
ま
た
権
力
分
立
制
の
研
究
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
た

業
績
を
あ
げ
ら
れ
、
日
本
國
憲
法
に
つ
い
て
は
、
「
憲
法
要
論
」
を
著
わ
さ
れ

た
。
そ
し
て
い
ま
こ
こ
に
、
教
授
の
新
た
な
構
想
の
も
と
に
、
，
再
び
憲
法
の
膣

系
的
な
著
作
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
學
界
に
と
つ
て
も
、
喜
ば
し
い
こ

と
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
憲
法
の
全
部
を
解
説
す
る
の
で
は
な
父
、
法
律
學
全
集
の
一
部
と

し
て
、
主
に
統
治
縫
構
に
關
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
即

ち
こ
の
全
集
で
は
、
憲
法
の
部
分
は
二
部
か
ら
成
り
、
第
一
部
は
、
「
統
治
の

機
構
」
に
つ
い
て
、
第
二
部
は
「
基
本
的
人
灌
」
と
し
て
、
東
京
大
學
の
宮
澤

教
投
が
執
筆
さ
れ
る
が
、
著
者
絃
、
そ
の
第
一
部
を
捲
當
さ
れ
た
。
全
集
で

七
〇

（
七
〇
）

は
、
こ
の
ほ
か
に
、
國
會
、
選
塁
、
財
政
、
地
方
自
治
等
の
憲
法
付
馬
法
の
部

分
に
つ
い
て
は
、
別
の
執
筆
者
に
よ
る
著
作
が
豫
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
書

だ
け
で
、
憲
法
全
般
に
關
す
る
清
宮
教
授
の
全
理
論
農
系
が
、
直
接
に
し
め
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
奮
著
憲
法
要
論
に
倍
す
る
詳
細
な
読
明
と
、

憲
法
お
よ
び
關
係
法
令
の
解
繹
に
お
け
る
猫
自
の
見
解
の
表
明
等
に
よ
つ
て
、

教
授
の
憲
法
理
論
の
全
膿
系
を
十
分
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
o

　
本
書
は
、
輩
に
憲
法
お
よ
び
學
読
到
例
等
の
解
読
の
み
を
意
圖
し
た
概
読
書

で
は
な
く
、
ま
た
多
く
み
ら
れ
る
講
義
案
と
も
異
り
、
進
ん
で
學
間
的
水
準
を

高
め
よ
う
と
す
る
學
術
書
で
あ
る
。
著
者
自
ら
「
は
し
が
き
」
に
記
さ
れ
る
よ

う
に
、
統
治
の
機
構
に
關
す
る
日
本
國
憲
法
の
法
理
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
、
憲
法
お
よ
び
他
の
關
係
法
令
の
規
定
の
解
繹
に
つ
い
て
、
主
要
な
學
読
を

紹
介
し
、
關
係
到
例
及
び
實
例
を
引
用
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
さ
ら

に
自
説
を
も
展
開
さ
れ
る
。
し
か
も
、
統
治
の
機
構
に
關
す
る
諸
制
度
の
本
質

及
び
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
制
度
の
歴
史
的
由
來
、
思
想
的
背
景
、

某
礎
原
理
お
よ
び
存
在
理
由
等
に
つ
い
て
も
論
及
さ
れ
、
明
治
憲
法
お
よ
び
諸

外
國
の
制
度
と
の
比
較
を
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
馳
か
ら
、
本
書
に

お
け
る
著
者
の
大
き
な
學
間
的
抱
負
を
感
ず
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
著
者
は
、

執
筆
後
の
感
想
と
し
て
、
「
か
え
り
み
れ
ば
、
憲
法
の
勉
彊
を
は
じ
め
て
か
ら
、

す
で
に
三
十
蝕
年
に
な
る
。
途
中
い
く
た
の
室
白
が
あ
つ
た
が
、
年
功
だ
け
は

相
當
な
も
の
で
あ
る
。
一
昨
年
の
春
に
こ
の
全
集
の
執
筆
の
萄
誘
を
う
け
た
と

き
は
、
表
現
の
自
由
・
學
問
の
自
由
が
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
、
あ
り
が
た

い
世
の
中
に
な
つ
た
し
、
定
年
も
聞
も
な
い
の
で
、
自
分
も
全
集
の
一
珊
ぐ
ら

い
書
く
『
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
ふ
』
と
思
つ
て
引
受
け
る
氣
持
に
な
つ
た
」



（
同
全
集
の
栞
、
九
號
六
頁
）
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
著
者

は
、
本
書
を
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
學
識
の
集
大
成
を
意
圖
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
讃
者
は
、
本
書
の
全
般
に
わ
た
つ
て
、
著
者
の
自
信
と
意
氣

込
と
を
、
ひ
し
ひ
し
と
感
ず
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
本
書
は
、
全
集
の
一
部
と
し
て
、
さ
き
の
編
集
方
針
に
よ
つ
た
た
め

で
あ
ろ
う
が
、
本
書
の
構
成
は
、
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
概
論
書
と
多
少
こ
と
な

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
本
書
は
、
大
別
し
て
四
編
か
ら
な
る
。
第
一
編
は
、
憲
法

と
題
し
て
、
憲
法
の
意
味
お
よ
び
憲
法
規
範
の
特
質
を
の
べ
、
さ
ら
に
明
治
憲

法
の
成
立
お
よ
び
そ
の
基
本
原
理
の
概
要
を
解
説
し
、
攻
い
で
現
行
憲
法
の
制

定
を
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
新
憲
法
成
立
の
外
的
内
的
原
因
、
制
定
の
脛
過
、

制
定
行
爲
の
性
質
お
よ
び
法
的
意
昧
等
を
説
く
。
い
わ
ば
、
本
書
の
緒
論
と
な

る
部
分
で
あ
る
。
第
二
編
は
、
統
治
機
構
の
原
理
と
題
し
て
、
現
行
憲
法
の
探

用
す
る
基
本
原
理
に
つ
い
て
解
読
す
る
。
即
ち
、
民
主
主
義
、
自
由
主
義
、
李

等
主
義
、
福
祉
主
義
等
を
論
ず
る
が
、
こ
の
う
ち
後
の
三
馳
に
關
し
て
は
、
そ

の
詳
細
を
第
二
分
朋
「
憲
法
1
」
の
方
に
委
ね
て
い
る
。
統
治
機
構
に
關
す
る

原
理
に
つ
い
て
は
、
民
主
主
義
的
統
治
の
機
構
と
し
て
、
直
接
お
よ
び
間
接
民

主
制
、
議
院
内
閣
制
、
地
方
自
治
制
等
を
と
り
あ
げ
、
自
由
主
義
的
統
治
の
機

構
と
し
て
は
、
灌
力
分
立
制
に
つ
い
て
読
明
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
永
久
李

和
制
ば
ま
で
論
及
す
る
が
、
職
箏
放
棄
に
關
し
て
は
、
こ
こ
で
解
説
し
て
い
る
。

以
上
こ
の
部
分
は
、
本
書
の
絡
論
と
で
も
い
え
よ
う
か
。
第
三
編
は
、
各
機
關

の
説
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
國
民
、
天
皇
、
國
會
、
内
閣
、
裁
到
所
等
、
そ

の
構
成
、
組
織
お
よ
び
灌
能
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ

ん
本
書
の
主
要
部
分
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
著
者
は
、
國
民
の
主
権
者
と
し

て
の
地
位
に
注
目
さ
れ
、
統
治
の
機
關
と
し
て
の
國
民
を
最
初
に
読
明
し
、
次

紹
介
と
批
評

い
で
天
皇
、
國
會
等
の
國
家
機
關
の
解
論
を
な
さ
れ
る
が
、
選
墨
は
、
憲
法
上

の
機
關
で
あ
る
國
民
の
灌
能
と
し
て
、
國
民
の
章
の
中
で
、
と
り
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
第
四
編
は
、
立
法
の
主
要
形
式
と
題
し
て
、
各
種
法
規
の
主
要
な
も
の

に
關
す
る
説
明
を
、
こ
こ
に
総
括
し
た
。
す
な
わ
ち
、
統
治
の
作
用
と
し
て
實

質
的
な
立
法
を
、
憲
法
改
正
、
法
律
、
命
令
、
議
院
規
則
、
最
高
裁
到
所
規
則
、

條
例
、
條
約
等
の
型
に
お
い
て
と
ら
え
、
そ
れ
ら
の
観
念
、
制
定
手
績
、
敷
力

等
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
多
く
の
概
論
書
が
、
各
機
關
の
灌
能
と
關
蓮
し
て
、

別
々
に
こ
れ
ら
の
法
規
に
つ
い
て
説
明
す
る
の
と
異
り
、
本
書
は
、
以
上
の
法

規
を
、
立
法
作
用
の
實
現
の
形
式
と
し
て
猫
立
の
一
編
に
ま
と
め
て
解
読
し
て

い
る
が
、
理
解
し
易
い
便
利
な
読
明
方
法
で
あ
る
と
思
う
。

　
要
す
る
に
、
本
書
は
、
第
二
分
珊
が
と
り
あ
げ
る
基
本
的
人
灌
に
關
す
る
部

分
を
除
い
て
、
日
本
國
憲
法
の
残
さ
れ
た
も
の
の
全
部
に
つ
い
て
論
及
し
、
さ

ら
に
加
え
て
、
憲
法
一
般
に
つ
い
て
の
読
明
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
太

書
に
つ
い
て
、
若
干
の
要
馳
を
紹
介
し
た
い
。

二

　
著
者
は
、
憲
法
規
範
の
特
質
を
、
ま
ず
、
法
の
法
（
即
o
o
匡
飢
R
閃
8
耳
Φ
）

と
し
て
の
基
本
法
的
な
性
格
か
ら
読
明
さ
れ
る
（
八
頁
）
。
す
な
わ
ち
、
國
家
の

統
治
作
用
お
よ
び
國
民
の
行
動
は
、
す
べ
て
憲
法
に
從
う
べ
く
、
法
律
命
令
そ

の
他
あ
ら
ゆ
る
國
法
は
、
直
接
ま
た
は
間
接
に
、
そ
の
存
立
の
基
礎
を
憲
法
に

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
法
の
法
、
法
律
の
法
律
、
規
範
の

規
範
と
し
て
の
、
憲
法
の
基
本
法
的
な
性
格
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
授

灌
規
範
、
制
限
規
範
、
最
高
規
範
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ケ
ル

ゼ
ン
の
主
張
す
る
憲
法
－
法
律
ー
命
令
と
い
う
法
段
階
読
に
よ
つ
て
、
す
べ
て

七
一

（
七
一
）



紹
介
と
批
評

の
國
法
は
、
憲
法
の
授
灌
に
も
と
づ
い
て
の
み
存
立
し
う
る
と
読
明
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
（
一
〇
1
一
一
頁
）
、
し
か
し
、
著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
形
式
的
な
面

だ
け
で
は
な
く
、
慣
脅
あ
る
い
は
革
命
等
の
法
超
越
的
な
要
因
に
も
と
づ
く
法

の
存
立
の
可
能
性
を
認
め
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
形
式
的
な
見
方
だ
け
に
全
く
依
存
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
最
高
規
範
と
し
て
、
憲
法
は
、
軍
に
灌
能
を

付
興
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
國
家
の
活
動
を
、
憲
法
の
内
容
に
印
鷹
さ
せ
よ
う

と
し
て
拘
束
す
る
。
し
か
も
憲
法
は
、
國
法
瞠
系
の
う
ち
で
、
最
高
の
地
位
に

あ
り
、
最
も
強
い
敷
力
を
も
つ
。
こ
の
た
め
に
、
制
限
規
範
、
最
高
規
範
と
さ

れ
る
が
、
著
者
は
、
奮
憲
法
の
も
と
に
お
け
る
法
令
の
現
行
憲
法
に
よ
る
敷
力

の
問
題
お
よ
び
占
領
時
代
の
法
令
の
猫
立
後
に
お
け
る
敷
力
の
問
題
等
を
例
と

し
て
、
憲
法
の
最
高
法
規
性
を
読
明
し
、
さ
ら
に
憲
法
第
十
章
最
高
法
規
に
關

す
る
解
説
を
行
わ
れ
る
（
二
二
－
一
六
頁
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
最
高
規
範
で
あ
る
憲
法
自
艦
は
、
ど
こ
に
そ
の
存
立
の
基
礎
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
著
者
は
、
通
常
の
立
法
作
用
な

い
し
は
憲
法
改
正
作
用
と
、
憲
法
制
定
作
用
と
を
匠
別
さ
れ
、
シ
ェ
イ
ェ
ス
の

見
解
す
な
わ
ち
「
憲
法
を
作
る
灌
力
」
と
「
憲
法
に
よ
つ
て
作
ら
れ
た
灌
力
」

と
の
匠
別
を
承
認
さ
れ
る
（
一
七
ー
一
八
頁
）
。
そ
し
て
、
憲
法
制
定
行
爲
の
法

的
根
擦
に
關
し
て
は
、
こ
れ
を
政
治
的
ま
た
は
事
實
的
な
も
の
と
し
て
、
法
規

範
の
領
域
か
ら
除
外
す
る
こ
と
な
ぐ
、
積
極
的
に
、
法
論
理
的
に
承
認
で
き
る

も
の
と
の
立
場
を
と
ら
れ
る
（
一
九
百
ハ
）
。
ケ
ル
ゼ
ソ
は
、
こ
の
場
合
に
旦
取
高
命

題
と
し
て
「
根
本
規
範
」
を
假
設
的
に
定
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
憲

法
制
定
行
爲
を
歴
史
的
な
現
實
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
し
、
憲
法
制
定
灌
を

授
椹
す
る
法
規
範
も
ま
た
歴
史
的
な
意
志
行
爲
に
も
と
づ
く
の
で
あ
り
、
か
か

る
根
本
規
範
は
、
實
定
的
に
定
立
さ
れ
た
法
規
範
で
あ
る
と
読
明
さ
れ
る
（
一

七
二

（
七
二
）

九
頁
）
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
著
者
は
、
憲
法
の
憲
法
と
し
て
、
實
定
憲
法
の

根
族
と
な
る
根
本
規
範
を
、
廣
義
の
憲
法
と
な
づ
け
、
こ
こ
に
憲
法
の
法
的
根

擦
を
お
か
れ
る
の
で
あ
る
（
二
〇
1
二
二
頁
）
。

　
憲
法
の
存
立
の
基
礎
に
關
す
る
問
題
は
、
他
の
法
律
の
分
野
で
は
豫
想
も
つ

か
な
い
、
憲
法
學
固
有
の
難
問
題
で
あ
る
が
、
著
者
が
進
ん
で
積
極
的
に
、
こ

の
難
問
の
解
明
に
論
及
さ
れ
た
こ
と
に
は
敬
意
を
表
す
る
。
も
と
よ
り
、
憲
法

の
根
振
と
し
て
、
さ
ら
に
は
實
定
法
の
窮
極
の
基
盤
と
し
て
、
廣
義
の
憲
法
で

あ
る
根
本
規
範
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
、
そ
し
て
日
本
國
憲
法
で
は
、
國
民
主

灌
の
原
理
、
基
本
的
人
灌
の
魚
重
、
永
久
李
和
主
義
等
が
、
こ
の
根
本
規
範
の

定
め
る
原
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
正
當
で
あ
ろ
う
。
た

だ
、
政
治
思
想
な
り
、
自
然
法
的
な
原
理
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
實
定
法
上

の
根
本
規
範
と
し
て
確
定
さ
れ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
い
か
な
る
主
農
が
、
い
か

な
る
法
的
根
族
に
よ
つ
て
、
根
本
規
範
の
内
容
を
實
定
法
の
規
範
と
し
て
、
確

立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
歴
史
的
な
事
實
存
在
か
ら
、
實
定
的
な
規
範
へ

の
轄
化
饗
展
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
の
か
、
ま
だ
若
干
の
疑
問
が
残

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
右
の
よ
う
な
根
本
規
範
を
認
め
る
と
な
る
と
、
憲
法
制
定
行
爲
も
、
改
正
行

爲
も
、
こ
の
拘
束
を
う
け
、
こ
こ
に
憲
法
改
正
の
限
界
が
生
ず
る
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
で
、
現
實
の
問
題
と
し
て
は
、
日
本
國
憲
法
が
、
い
か
な
る
根
振
に
よ

つ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
が
周
題
と
な
る
。
著
者
は
、
日
本
國
憲
法
の

成
立
に
つ
い
て
、
明
治
憲
法
の
改
正
の
形
式
を
と
る
に
も
拘
ら
ず
、
實
質
的
に

は
、
新
原
理
に
も
と
づ
く
新
憲
法
の
制
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
三
四
頁
）
。

そ
し
て
、
そ
の
淵
源
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
あ
る
と
し
、
國
民
が
、
國

民
主
権
の
原
理
に
よ
つ
て
、
新
た
に
認
め
ら
れ
た
憲
法
制
定
灌
に
も
と
づ
き
、



そ
の
代
表
者
を
通
じ
て
制
定
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
（
三
五
頁
）
。

　
次
に
、
統
治
機
構
の
原
理
の
な
か
で
は
、
灌
力
分
立
制
に
關
す
る
論
明
が
注

目
さ
れ
る
。
著
者
は
、
自
由
主
義
、
國
家
灌
力
の
抑
制
と
し
て
の
浦
極
的
な
目

的
、
國
家
構
力
に
封
す
る
懐
疑
、
そ
し
て
政
治
的
中
立
性
等
の
四
つ
の
特
性
の

観
鮎
か
ら
、
灌
力
分
立
論
の
叢
展
、
各
國
に
お
け
る
實
現
お
よ
び
わ
が
國
の
醗

制
等
を
読
明
さ
れ
る
。
著
者
は
、
さ
き
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
別
著
に
よ
り
、
詳

細
な
研
究
を
畿
表
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
に
お
い
て
は
、
そ
の
趣
旨
を
極
め
て

適
切
に
要
約
さ
れ
た
（
六
三
頁
以
下
）
。

　
さ
ら
に
、
永
久
李
和
主
義
に
つ
い
て
は
、
前
文
お
よ
び
第
九
條
の
内
容
を
素

直
に
讃
み
と
り
、
徹
底
し
た
李
和
主
義
の
方
針
に
よ
つ
て
解
繹
さ
れ
て
い
る
（
七

九
頁
）
。
第
九
條
に
つ
い
て
は
、
自
衛
職
雫
を
な
し
う
る
飴
地
を
の
こ
そ
う
と

し
て
、
そ
の
解
繹
に
無
理
な
方
法
を
と
る
見
解
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

憲
法
の
客
観
的
な
法
解
繹
の
範
園
に
お
い
て
は
、
著
者
の
し
め
す
結
論
が
、
最

も
理
論
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
政
府
の

と
る
職
力
の
観
念
な
い
し
は
自
衛
隊
の
制
度
等
は
、
憲
法
上
疑
わ
し
い
も
の
と

な
り
、
交
職
灌
の
放
棄
も
、
徹
底
し
た
職
雫
否
定
の
趣
旨
と
解
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
間
題
に
は
再
軍
備
及
び
憲
法
改
正
と
い
う
政
治
問
題

が
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
、
著
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
政
策
的
な
観
黙
か
ら
、

多
く
の
批
到
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
憲
法
自
膿
を
政

治
的
に
反
省
し
て
、
到
定
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
つ
て
、
現
行
憲
法
の
趣
旨
を
、

法
解
繹
の
範
困
内
に
お
い
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
著
者
の
と
る
徹
底
し
た
職
雫

放
棄
が
、
當
然
の
蹄
結
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

三

　
次
に
、
各
統
治
機
關
に
つ
い
て
の
説
明
を
簡
箪
に
紹
介
す
る
。
ま
ず
主
権
者

と
し
て
の
國
民
の
地
位
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
憲
法
を
こ
え
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
右
の
地
位
は
、
根
本
規
範
に
よ
つ
て
根
擦
づ
け
ら
れ
、
國
民
は
、

根
本
規
範
に
よ
つ
て
付
興
さ
れ
た
憲
法
制
定
灌
に
も
と
づ
い
て
、
成
文
憲
法
を

制
定
す
る
（
九
三
ー
九
四
頁
）
。
し
か
も
、
主
権
者
と
し
て
の
國
民
の
灌
能
は
、

成
文
憲
法
以
前
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
つ
て
あ
ら
か
じ
め
規
定
す
る

の
に
適
し
な
い
（
九
四
頁
）
。
こ
れ
に
封
し
て
、
國
民
が
、
選
撃
な
い
し
は
國
民

投
票
等
の
手
績
を
通
し
て
統
治
作
用
に
關
與
す
る
の
は
、
憲
法
に
よ
づ
て
、
憲

法
上
の
機
關
と
し
て
認
め
ら
れ
た
地
位
槽
能
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、

さ
き
の
主
権
者
と
し
て
の
地
位
権
能
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
（
九

五
頁
以
下
）
。

　
天
皇
に
つ
い
て
は
、
象
徴
的
な
地
位
と
國
家
機
關
的
な
地
位
と
を
匿
別
さ
れ

る
。
前
者
は
、
も
つ
ぱ
ら
國
家
生
活
の
抽
象
的
な
も
の
を
、
具
畦
的
に
表
わ
す

公
的
な
地
位
で
あ
り
、
後
者
は
、
第
六
條
第
七
條
に
定
め
ら
れ
た
國
事
行
爲
を

行
う
べ
き
憲
法
上
の
地
位
で
あ
る
。
そ
し
て
天
皇
は
、
奮
制
度
の
統
治
者
桑
象

徴
か
ら
、
現
在
で
は
軍
純
な
象
徴
に
攣
つ
た
（
一
一
四
－
一
一
五
頁
）
。
ま
た
天

皇
は
國
政
に
關
す
る
灌
能
を
否
認
さ
れ
て
い
る
が
、
國
事
行
爲
の
中
に
は
、
解

散
権
の
よ
う
に
、
國
政
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
著
者

は
、
こ
の
馳
に
關
し
て
現
行
憲
法
に
批
到
的
で
あ
る
（
一
二
四
頁
、
＝
三
二
頁
）
。

と
こ
ろ
で
、
天
皇
の
地
位
は
、
奮
制
度
よ
り
攣
化
し
、
國
鎧
の
攣
革
は
、
明
白

な
事
實
と
な
つ
た
。
し
か
し
、
現
在
天
皇
は
、
君
主
と
し
て
の
性
絡
を
若
干
の

こ
し
て
い
る
が
、
統
治
灌
に
つ
い
て
は
形
式
的
な
も
の
の
み
を
捲
當
し
、
封
外

代
表
灌
も
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
著
者
は
、
現
在
の
天
皇
を
君
主

的
な
色
彩
の
う
す
い
も
の
と
さ
れ
る
（
一
四
一
頁
）
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
理
由

紹
、
介
と
批
評

七
三

（
七
三
）



紹
介
と
批
評

か
ら
、
天
皇
は
、
元
首
で
は
な
く
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
内
閣
な
い
し
は
内
閣
総

理
大
臣
を
も
つ
て
、
元
首
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
解
羅
さ
れ
て
い
る
（
一

四
二
頁
）
。
確
か
に
、
内
閣
は
外
交
上
の
灌
能
を
も
ち
、
行
政
の
最
高
責
任
機

關
で
あ
つ
て
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
の
代
表
者
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の

こ
と
か
ら
一
歩
進
め
て
、
著
者
の
よ
う
に
、
國
政
全
般
に
つ
い
て
の
代
表
で
あ

る
元
首
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
本

國
憲
法
に
お
い
て
は
、
元
首
の
地
位
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
國
會
が
、
國
民
の
代
表
機
關
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
國
會
議
員

が
、
階
級
蕪
派
地
域
な
ど
に
よ
つ
て
限
定
さ
れ
た
國
民
の
一
部
を
代
表
す
る
の

で
は
な
く
、
全
國
民
の
代
表
で
あ
り
、
そ
の
活
動
は
、
選
撃
人
の
指
圖
に
拘
束

さ
れ
ず
、
全
國
民
の
た
め
に
、
濁
立
に
そ
の
権
能
を
行
使
す
べ
き
こ
と
で
あ
る

と
読
明
さ
れ
る
（
一
五
五
頁
）
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
法
的
な
意

昧
で
あ
つ
て
、
政
治
的
な
現
實
を
さ
す
の
で
は
な
い
。
次
に
國
灌
の
最
高
機
關

に
つ
い
て
は
、
裁
到
所
及
び
内
閣
と
の
關
係
か
ら
、
ま
た
主
灌
者
で
あ
る
國
民

と
の
腸
係
に
お
い
て
、
文
字
通
り
絶
封
最
上
級
の
も
の
と
解
繹
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
さ
れ
（
一
五
六
頁
）
、
こ
の
意
昧
を
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
奮
制
度
に
お
け
る
天
皇
の
最
高
性
を
否
定
す
る
こ
と
、
ま
た
國
會
は
、
主
灌

者
で
あ
る
國
民
の
直
接
選
任
す
る
議
員
か
ら
な
り
、
國
民
の
代
表
機
關
で
あ
つ

て
、
國
民
に
代
つ
て
國
政
全
般
に
彊
い
護
言
灌
を
も
ち
、
國
民
に
次
い
で
高
い

地
位
に
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
、
い
ず
れ
の
機
關
の

椹
限
に
属
す
る
か
不
明
な
も
の
は
、
結
局
國
會
の
灌
限
に
厨
す
る
も
の
と
の
推

定
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
（
一
五
六
i
一
五
七
頁
）
。
唯
一
の
立
法
機
關
に
つ
い

て
は
、
國
會
中
心
の
立
法
及
び
國
會
軍
濁
の
立
法
の
意
昧
で
あ
る
と
さ
れ
（
一

五
八
－
一
五
九
頁
）
、
こ
の
原
則
に
劃
す
る
憲
法
上
の
例
外
と
し
て
、
爾
議
院

七
四

（
七
四
）

の
規
則
制
定
灌
お
よ
び
最
高
裁
判
所
の
規
則
制
定
灌
、
そ
し
て
政
令
の
よ
う
な

國
會
以
外
の
機
關
に
よ
る
立
法
と
の
關
係
、
さ
ら
に
内
閣
の
法
律
の
護
案
槽
等

に
も
ふ
れ
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
第
四
編
に
詳
細
な
読
明
が
あ

る
。
二
院
制
に
お
い
て
は
、
わ
が
奮
制
度
お
よ
び
各
國
の
上
院
制
度
を
、
貴
族

院
型
、
連
邦
型
、
民
主
的
第
二
次
院
型
等
に
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
お

よ
び
第
二
院
の
存
在
理
由
等
を
、
各
國
に
お
け
る
實
例
、
學
読
等
に
よ
つ
て
解

読
さ
れ
、
滲
議
院
に
つ
い
て
の
問
題
、
，
種
々
の
意
見
等
も
紹
介
さ
れ
る
（
一
六

一
頁
以
下
）
。
さ
ら
に
、
國
會
議
員
の
地
位
灌
能
、
國
會
の
開
閉
、
會
議
の
原

則
等
を
詳
細
に
読
明
さ
れ
る
が
、
衆
議
院
の
解
散
に
關
し
て
は
、
天
皇
の
國
事

行
爲
と
し
て
の
形
式
的
な
解
散
灌
に
封
し
て
、
實
質
的
な
解
散
灌
を
匝
別
さ

れ
、
後
者
を
丙
閣
の
樺
能
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
通
詮
が
、
第
七
條
を
そ
の
根

按
と
す
る
こ
と
を
批
到
さ
れ
、
こ
の
ほ
か
に
、
解
散
制
度
の
本
旨
、
衆
議
院
の

不
信
任
決
議
灌
、
第
六
九
條
等
を
考
慮
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
な
お
衆
議
院

の
自
律
的
解
敬
に
は
反
封
さ
れ
る
（
以
上
一
八
三
ー
一
九
〇
頁
）
。
國
會
の
灌
能

の
と
こ
ろ
で
は
、
主
に
財
政
の
監
督
灌
を
と
り
あ
げ
、
こ
こ
に
第
八
三
條
以
下

の
財
政
の
規
定
に
關
す
る
解
説
を
も
含
め
ら
れ
る
。
財
政
お
よ
び
租
税
の
原
則

そ
し
て
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
國
會
の
議
決
灌
の
ほ
か
、
豫
算
に
つ
い
て
の
説
明

が
主
眼
馳
と
な
る
。
特
に
豫
算
の
議
決
、
法
律
と
の
關
係
、
國
會
の
修
正
灌
等

が
注
目
さ
れ
よ
う
。
第
八
九
條
公
金
支
出
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
、
教

育
事
業
等
と
關
蓮
し
て
、
こ
の
條
文
自
豊
に
封
し
て
批
到
的
で
あ
る
。
財
政
監

督
灌
以
外
の
國
會
の
灌
能
に
つ
い
て
は
、
別
の
項
目
で
解
読
さ
れ
、
ま
た
議
院

の
國
政
調
査
灌
に
關
し
て
は
、
興
昧
あ
る
實
例
に
よ
つ
て
、
そ
の
問
題
黙
を
し

め
さ
れ
る
（
二
三
三
ー
二
三
七
頁
）
。

　
内
閣
の
章
に
お
い
て
は
、
ま
ず
行
政
の
観
念
が
問
題
と
な
る
。
著
渚
は
、
こ



れ
を
積
極
的
に
概
念
規
定
し
よ
う
と
す
る
主
な
學
読
を
紹
介
さ
れ
、
こ
れ
を
批

判
さ
れ
て
、
そ
の
解
決
の
困
難
な
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
（
二
四
六
ー
二
四
九
頁
）
。

内
閣
の
組
織
お
よ
び
穫
能
の
項
目
の
中
で
は
、
文
民
の
観
念
、
大
臣
の
資
格
、

内
閣
絡
理
大
臣
の
地
位
・
指
名
・
灌
能
等
、
そ
の
他
内
閣
の
総
謙
職
お
よ
び
内

閣
の
行
政
事
務
に
つ
い
て
、
若
干
の
先
例
實
例
に
よ
つ
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い

る
の
で
理
解
し
や
す
い
。
内
閣
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
輩
に
政
治
的
な
も
の
に

止
ま
ら
ず
、
そ
の
内
容
か
ら
み
て
、
法
的
責
任
の
色
彩
が
濃
い
も
の
と
さ
れ
る

（
二
七
四
頁
）
。

　
裁
剣
所
の
章
で
は
、
ま
ず
司
法
の
観
念
と
そ
の
限
界
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
現

行
制
度
に
よ
れ
ば
、
司
法
の
本
質
的
な
内
容
か
ら
、
司
法
と
は
、
具
睦
的
な
雫

訟
に
お
け
る
法
宣
言
的
な
裁
定
作
用
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
奮

制
度
と
比
較
し
て
、
司
法
灌
の
本
質
的
な
蹟
張
を
読
か
れ
る
（
二
七
七
－
二
七

八
頁
）
。
そ
し
て
、
最
近
の
ジ
ラ
ー
ド
事
件
を
例
と
し
て
、
國
際
法
上
の
治
外

法
灌
に
よ
る
裁
判
灌
の
限
界
に
つ
い
て
、
ま
た
有
名
な
苫
米
地
訴
訟
の
解
散
事

件
を
例
と
し
て
、
裁
判
に
適
し
な
い
事
項
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
統
治
行
爲
に
つ
い

て
略
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
二
七
八
ー
二
八
O
頁
）
つ
ま
た
最
近
に
お
い
て
、
復

活
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
陪
審
制
度
に
つ
い
て
は
、
や
り
方
に
よ
つ
て
は
必
ず
し

も
違
憲
の
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
（
二
八
三
頁
）
。
こ
の
ほ
か
に
、
裁
到
所
の

構
成
、
最
高
裁
到
事
の
國
民
審
査
、
裁
到
官
の
身
分
保
障
、
裁
到
の
公
開
等
に

つ
い
て
解
読
さ
れ
る
が
、
特
に
詳
細
に
読
明
さ
れ
る
の
は
、
法
令
審
査
灌
で
あ

る
。
こ
こ
で
、
著
者
は
、
各
國
に
お
け
る
憲
法
保
障
の
各
種
の
方
法
を
分
類
さ

れ
、
わ
が
制
度
は
、
通
常
裁
到
所
の
裁
到
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
制
度
に

類
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
マ
ー
シ
ャ
ル
到
事
の
見
解
等
を
例
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ

の
司
法
審
査
制
度
の
思
想
的
基
盤
そ
の
稜
展
等
を
述
べ
ら
れ
、
わ
が
制
度
お
よ

紹
介
と
批
評

び
そ
の
問
題
に
つ
い
て
、
著
者
の
見
解
を
し
め
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
別
な

憲
法
裁
到
所
の
制
度
、
最
高
裁
の
法
令
審
査
灌
の
掲
占
等
に
反
封
さ
れ
、
違
憲

到
決
の
個
別
的
敷
力
説
を
と
ら
れ
る
（
以
上
三
〇
一
頁
以
下
）
。

　
第
四
編
の
中
で
憲
法
改
正
の
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
手
綾
に
お
い
て
、
内
閣
の

稜
案
権
を
必
ず
し
も
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
憲
法
の
本
旨
と
し
て
は
、

内
閣
の
襲
案
灌
を
認
め
る
か
否
か
は
、
國
會
の
意
志
に
よ
る
法
律
に
ゆ
だ
ね
る

と
解
す
る
の
を
要
當
と
さ
れ
る
（
冒
二
六
頁
）
。
こ
の
ほ
か
國
民
投
票
制
度
に
つ

い
て
の
読
明
が
あ
り
、
終
り
に
、
根
本
規
範
に
よ
る
制
約
に
も
と
づ
い
て
、
改

正
の
限
界
論
を
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
法
律
の
項
目
で
は
、
法
律
案
の
護

案
か
ら
成
立
執
行
に
到
る
ま
で
、
そ
の
手
綾
お
よ
び
こ
れ
ら
に
關
す
る
問
題

を
、
ま
と
め
て
読
明
さ
れ
て
い
る
。
命
令
に
つ
い
て
は
、
委
任
命
令
及
び
執
行

命
令
に
關
し
て
、
法
律
と
の
關
係
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
議
院

規
則
、
最
高
裁
判
所
規
則
、
條
例
等
の
読
明
が
あ
る
が
、
最
後
の
條
約
の
項
に

お
い
て
は
、
成
立
手
績
に
關
し
て
、
國
會
の
承
認
の
問
題
を
、
ま
た
條
約
の
敷

力
に
關
連
し
て
、
國
際
法
と
國
内
法
と
の
關
係
を
と
り
あ
げ
、
條
約
優
位
読
と

憲
法
優
位
読
と
を
紹
介
批
到
さ
れ
て
、
著
者
は
、
憲
法
優
位
読
を
愛
當
と
さ
れ

て
い
る
（
三
六
〇
頁
）
。

　
以
上
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
た
が
、
そ
の
解
読
は
極

め
て
詳
細
、
到
例
學
読
お
よ
び
實
例
の
引
用
等
は
適
切
豊
富
で
あ
り
、
外
國
の

制
度
思
想
學
説
等
に
つ
い
て
は
、
ご
れ
を
た
く
み
に
要
約
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

本
書
が
、
必
讃
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
（
有
斐
閣
刊
、
法

律
學
全
集
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
ロ
精
一
）

七
五

（
七
五
）


